
 

乳がん検診の対象者 
 
下記の全てに該当する人が対象です。 

 
① 栗東市に住民票のある 40歳以上の女性（年齢は令和９年 3月 31日時点）。 

 
 

② 前年度（令和７年４月1日～令和８年3月31日）や今年度（令和８年4月１日～令和９年

３月３１日）に同検診を受診していない。 

※ただし、前年度に受診している場合でも、無料クーポン券発行者は受診可能。 

 

③  検診の結果、要精密検査となった場合に精密検査※を受診できる。 

（※マンモグラフィの追加検査、超音波検査、細胞診、組織診など必要に応じて 

医師が選択） 
 

 

 

 
下記の項目に一つでも当てはまる場合は、受診できません。 

 
① 現在、乳がんで治療中、経過観察中。 

乳がん治療後の人は10年以上経過していない。 
 

② 心臓ペースメーカー、V-Pシャント、皮下埋込型ポートを挿入している。 

豊胸手術・乳房再建術などを受けている。 
 

③ 妊娠中あるいは授乳中である。卒乳後で乳汁の分泌がある。 
 

④ 自覚症状（しこり、乳頭の変形、乳頭からの異常な分泌等）がある。 

 


